
 

○保 様式第１号－２についての記入上、提出上の注意事項 

 

【記入上の注意】   
１  申請内容について、今回の申請に該当するところを○で囲んでください。 

 

２  申請者が、単独事業主又は共同事業主を構成する事業主の場合は、その事業主の企業名及び代表者

職氏名を、事業主団体の場合は、登記簿等に記載している団体名及び代表者職氏名を記入し、押印してく

ださい。 

申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名・押印等を、下欄に申請に係る事業主の住所、名

称及び氏名 (事業主が法人である場合には、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の職・

氏名。以下同じ。 )（押印不要）を記入してください。併せて、正当な権限のある代理人である

か否かを確認するため、委任状の写しの提出が必要です。  

なお、社会保険労務士が、社会保険労務士法施行規則（昭和４３年厚生省・労働省令第１号）

第１６条第２項又は第１６条の３の規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として申

請する場合には、上欄に支給申請に係る事業主等の住所、名称及び氏名を記名・押印又は署名を

行うことに加え、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、下欄に社会保険労務士の

名称を冠して記名・押印又は署名を行ってください。 

 

３  既に提出を行った又は認定を受けた設置・運営計画、運営計画又は増築（増築・建替え）計画内容のうち

変更を必要とする項目について、当該欄に変更前及び変更後の内容を記入してください。  

 

４  １欄は、該当するところを○で囲んでください。 
 

５  ２欄「申請者」について 

（１） 単独事業主又は共同事業主の場合  

イ 「①常時雇用する労働者の数」は、認定申請を行う日の属する月の初日において、申請事業主の企業

全体で常時雇用している労働者（２か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、

当該企業の通常の従業員と同等である者）の数を記入してください。 

ロ 「②資本の額又は出資の総額」は、いわゆる払込み済資本額を記入してください。 

ハ 「③主たる事業」は、（ ）内に日本産業標準分類の大分類を記入するとともに、申請事業主の主な事業

内容を別表【日本標準産業分類による業種区分表】により選択してください（エ その他の場合は（ ）

内に具体的な業種を記入してください。）。 

ニ 「④事業所総数」は、申請事業主の雇用保険適用事業所の総数を記入してください。 

（２） 事業主団体の場合 

イ 「③構成員事業主の主な業種」について、業種が複数ある場合は、いずれか事業主が多い業種を記入

してください。 

ロ 「④雇用保険適用事業所番号」は、事業主団体の雇用保険適用事業所番号を記入してください。 

ハ 「⑤労働保険番号」は、事業主団体の労働保険番号を記入してください。 
 

６  ４欄「保育施設の概要」について 

（１） 既に認定を受けた設置・運営計画又は運営計画について、当該計画変更認定申請によって、時間延長型運

営、深夜延長型運営又は体調不調児対応型運営を行おうとする事業主等は「４ 保育施設の概要」欄の⑤⑧⑨

及び⑪欄は必ず記入してください。 

（２） 「④乳幼児定員」は、４月１日を算定の基準日として、同日の満年齢で区分してください。 

（３） 「⑥施設の構造」の「主要な部分の構造」は、例えば鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、

金属造、木造、木骨モルタル造等の区分を記入してください。 

（４） 「⑧施設の延面積」は、この変更認定申請に係る計画中の施設について記入してください。 

（５） 「⑨保育時間」は、利用規約等で定められた施設の開始及び終了時間（延長保育時間を含む。）を記入し、

（ ）内の「ア」に延べ時間数を記入してください。 

なお、時間延長型運営計画又は深夜延長型運営計画の変更認定申請の場合は、「イ」、「ウ」の該当項目を

○で囲み、その時間数を（ ）内に記入してください。 
 

７  ５欄「設置・増築（増築・建替え）工事等の概要」について 



 

設置・運営計画又は増築計画変更認定申請の場合、「①予算額」欄の「設置の場合」又は「増築・建替え

の場合」の該当する「種類」を○で囲んでください。 

なお、共同事業主にあっては（ ）内に自社負担額を記入してください。 
 

８  ※欄は記入しないでください 
 
 

【提出上の注意】 
 

１  この申請書は、事業所内保育施設の設置計画の変更認定を受ける場合は、原則として変更に伴う設置着

手の２か月前、運営計画の変更認定を受ける場合は、変更に伴う運営開始の２か月前、又は増築計画の変

更認定を受ける場合は、原則として変更に伴う増築着手の２か月前までに当該保育施設を所管する事業所

の所在地を担当する労働局長に提出してください。  

ただし、平成２４年１２月３１日までに運営開始する事業所内保育施設についてはこの限りではありません。  

また、新たに設置・運営計画及び増築計画の認定申請を行うことのできる事業主等は、平成２４年４月１７

日以降に事業所内保育施設の建築工事に着手したものに限り、変更認定申請の期間は、当支給要領施行

日から平成２５年１月３１日までとなります。  

なお、申請者が代理人の場合は、事業主の委任状 (写し)を添付してください。 
 

２  共同事業主の場合は、その共同する事業主のいずれかの事業主が認定申請書等を一括して提出してくだ

さい。 
 

３  この申請書には、記載事項を明らかにする書類を添付する必要があります。共同事業主の場合も同様で

す。 

 

【日本標準産業分類（平成２１年３月２３日付け総務省告示第１７５号）による業種区分表】  

業 種  該当分類項目  業 種  該当分類項目  

卸売業  

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 

  中分類５０（各種商品卸売業） 

中分類５１（繊維・衣服等卸売業） 

中分類５２（飲食料品卸売業） 

中分類５３（建築材料、鉱物・金属 

           材料等卸売業） 

中分類５４（機械器具卸売業） 

  中分類５５（その他の卸売業） 

サービス業  

大分類Ｇ（情報通信業）のうち 

  中分類３８（放送業） 

  中分類３９（情報サービス業） 

  小分類４１１（映像情報制作・配給業） 

小分類４１２（音声情報制作業） 

小分類４１５（広告制作業） 

小分類４１６（映像・音声・文字情報制作 

        に付帯するサービス業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 

  小分類６９３（駐車場業） 

  中分類７０（物品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 

  中分類７５（宿泊業） 

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業） 

ただし、小分類７９１（旅行業）は除く 

大分類Ｏ（教育、学習支援業） 

大分類Ｐ（医療、福祉） 

大分類Ｑ（複合サービス事業） 

大分類Ｒ（サービス業<他に分類されないもの>） 

小売業  

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 

  中分類５６（各種商品小売業） 

中分類５７（織物・衣服・身の回り品 

              小売業） 

中分類５８（飲食良品小売業） 

中分類５９（機械器具小売業） 

中分類６０（その他の小売業） 

中分類６１（無店舗小売業） 

大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 

  中分類７６（飲食店） 

  中分類７７（持ち帰り・配達飲食 

              サービス業） 

製造業  

その他  
 上記以外のすべて  

   

※１ 大分類の記入に当たっては、卸売業「Ｉ１」、小売業「Ｉ２」、サービス業の医療「Ｐ１」、福祉「Ｐ

２」としてください。  

 


